
＜目次構成の見直しと主な修正内容について＞

第１章 水道事業ビジョン・経営戦略改定の趣旨と位置付け　 第１章 水道事業ビジョン・経営戦略改定の趣旨と位置付け　 

水道事業ビジョン・経営戦略改定の趣旨と位置付け　 １. 水道事業ビジョン・経営戦略改定の趣旨と位置付け　

第２章 水道事業の現状と課題

１. 茨木市の概要　

２. 水道事業のあゆみ　 ★ 第２章 水道事業の概要

３. 水需要の動向　 １. 茨木市の概要　

(1) 給水人口 ２. 水道事業のあゆみ　

(2) 給水量

４. 水質管理　 ★ 第３章 「茨木市水道事業ビジョン」及び「茨木市水道事業経営戦略」の中間評価

(1) 水源・水質 ※事後評価・中間評価の一覧表の中から、主な項目

(2) 給水 　を抽出して中間評価を示す。

５. 水道施設

(1) 取水・浄水施設 第４章 水道事業の現状と課題

(2) 送配水施設 ★１. 給水人口と水需要の動向（（１）給水人口（２）給水量（３）人口減少と水需要の動向を１つにまとめる）

(3) 施設の統廃合について ２. 水質管理　

(4) 管路 (1) 水源・水質

６. 危機管理　 (2) 給水

(1) 災害の動向 ３. 水道施設

(2) 災害対策の現状 (1) 取水・浄水施設

(3) 危機管理体制 (2) 送配水施設

７. お客さまサービス (3) 施設の統廃合について

(1) 水道料金収納・問い合わせ (4) 管路

(2) 広報・広聴活動

(3) お客さまニーズ ４. 危機管理　

(1) 災害の動向

８. 環境への配慮 ★ (2) 災害対策の現状

(1) CO2排出削減への取り組み ★ (3) 応急給水・復旧体制

(2) 再生可能エネルギーの導入促進 ５. お客さまサービス

(3) 廃棄物の抑制とリサイクルの推進 (1) 水道料金収納・問い合わせ

９. 経営　 (2) 広報・広聴活動

(1) 財政状況 (3) お客さまのニーズ

(2) 水道料金 ６. 環境への配慮

(3) 企業債 (1) CO₂排出削減への取り組み

(4) 組織体制 (2) 再生可能エネルギーの導入促進

(5) 人材育成 (3) 廃棄物の抑制とリサイクルの推進

７. 経営　

第３章 将来の事業環境と課題 ★ (1) 水道料金

１. 人口減少と水需要の動向 ★ (2) 資金の確保（（１）更新需要の増加（３）企業債（２）資金の確保を１つにまとめる）

２. 更新需要の増加と資金の確保 ★ (3) 組織体制・人材育成

(1) 更新需要の増加 ★ (4) 広域連携の状況（水道法の改正含む）

(2) 資金の確保 ★８. 課題の整理

３. 水道法の改正

４. 広域連携の状況

第４章 茨木市水道事業の目指す将来像と今後の施策 第５章 茨木市水道事業の目指す将来像と今後の施策

１. 目指す将来像と基本目標 １. 目指す将来像と基本目標

２. ＳＤＧｓ達成に向けた施策の推進 ２. ＳＤＧｓ達成に向けた施策の推進

３. 今後対処すべき課題と施策の体系図 ３. 今後対処すべき課題と施策の体系図

４. 今後の施策 ４. 今後の施策

現状目次 目次再構成

★：修正

【主な修正内容】

■課題の抽出を行っていない、茨木市の概要と水道事業のあゆみをまとめて、「第2章 水道事業の概要」としました。

■前回ビジョン・経営戦略の振り返りとして、「第3章 『茨木市水道事業ビジョン』及び『茨木市水道事業経営戦略』の中間評価」を新設しまし

た。中間評価において、達成できなかった目標として、給水原価と水道施設数を挙げていましたが、主に外的要因による影響で目標達成に至らな

かったため、再度評価の見直しを行いました。

給水原価 → 大阪北部地震などの外的要因で目標を達成できなかったため、評価を「×」から「ー」に見直しを行いました。

水道施設数→ 統廃合の実施に至らなかった４施設のうち、清阪浄水場及び清阪配水池については、施設の老朽化が進行していないため、

実施を見送りました。また、馬場中継ポンプ場及び梅原加圧ポンプ室については、彩都東部地区の開発が遅れているため、

実施を見送りました。どちらも外的要因などの影響により、実施を見送っため、評価を「×」から「ー」に見直しを行い

ました。

■旧「第2章 水道事業の現状と課題」と旧「第3章 将来の事業環境と課題」を１つにまとめ、「第4章 水道事業の現状と課題」としました。

将来も含めた事業環境について記載し、課題の抽出を行いました。

・4章１．給水人口と水需要の動向については、現状から将来をまとめた説明に修正しました。

・4章４．危機管理については、一部構成の見直しを行い、（２）災害対策の現状にテロ対策とバックアップ体制を追加しました。

・4章７．経営は構成の見直しを行い、更新需要の増加と資金の確保、企業債を１つにまとめて、（２）資金の確保としました。。

また、水道法の改正を広域連携の状況に含む形で、記載を見直しました。

■８．課題の整理において、抽出された課題を一覧表にしました。

課題については、抽象的な内容や記載がないものなど、見直しを行いました。

■「第5章 茨木市水道事業の目指す将来像と今後の施策」において、第4章の課題に対する施策を記載しています。

施策については、進捗管理を行うための具体的な取り組みについて記載を追加し、内容の見直しを行いました。


